令和　年　月　日
関東運輸局長　殿
申請者住所：
氏名又は名称：
代表者氏名：
連絡先：
一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（タクシー）設定届出書
（道路運送法施行規則第１０条の４第１項で定める料金に限る。）
　今般、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（タクシー）のうち道路運送法施行規則第１０条の４第１項で定める料金を下記のとおり設定したいので、道路運送法第９条の３第５項及び同法施行規則第１０条の４の規定により届出いたします。
記
１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
申請者住所：
氏名又は名称：
代表者氏名：
２．設定しようとする料金を適用する営業区域
交通圏
３．設定しようとする料金の種類、額及び適用方法
  Ⅰ　料金（道路運送法施行規則第１０条の４第１項で定める料金に限る。）
　（１）サービス指定予約料金
	ア　時間指定予約料金

	（ア）早朝予約
	１回につき　　　　　　　　円

	（イ）一般予約
	１回につき　　　　　　　　円

	イ　車両指定予約料金

	（ア）ワゴン車両指定
	１回につき　　　　　　　　円

	（イ）ハイグレード車両指定
	１回につき　　　　　　　　円

	（ウ）その他車両指定（　　　　　　　　　　　）
	１回につき　　　　　　　　円


　Ⅱ　適用方
　（１）時間指定予約料金は、あらかじめ規定の時間内に営業所又は無線基地局を経由して申し込みを受
けた場合に適用する。
    ア　早朝予約料金は、午前４時から午前８時までの時間帯の配車又は待機する予約について、配車又
は待機日前日の２２時までに申し込みを受けた運送に適用する。
    イ　一般予約料金は、早朝予約料金の適用時間帯以外の時間帯に配車又は待機する予約について、配
車又は待機時刻の３時間前までに申し込みを受けた運送に適用する。
ウ　あらかじめ規定された申込時間以降であっても、上記申し込みに対し営業所等においてこれを引
き受け配車又は待機する場合はこれを適用する。
（２）車両指定予約料金は、営業所又は無線基地局を経由して申し込みを受けた場合に限り適用する。
　（３）時間指定予約料金及び車両指定予約料金は重複して適用しない。
　（４）時間指定予約料金及び車両指定予約料金は割引の適用をしない。
４．実施予定日
　　令和８年３月１６日
